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衆
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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
防
衛
庁
の
秘
密
保
全
体
制
の
現
状
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
は
、
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令

（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令
第
百
二
号
。
以
下
「
訓
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
の
指
定
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
非
公
知
性
と
秘
匿
の
必
要
性
の
二
つ
の
要
素
を
具
備
す
る
事
実
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
訓
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
と
は
、
防
衛
庁
の
所
掌
す
る
事
務
に
関
す
る
知
識
及
び
そ
れ
ら
の
知

識
に
係
る
文
書
若
し
く
は
図
画
又
は
物
件
で
あ
っ
て
、
訓
令
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
機
密
、
極
秘
又
は
秘
の
い
ず
れ
か
の
区

分
に
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
措
置
に
つ
い
て
、
直
接
定
め
る
防
衛
庁
の
規
則
は
存
在
し
て
い
な
い
。

な
お
、
訓
令
第
七
条
に
お
い
て
「
職
員
は
、
秘
密
の
知
識
又
は
文
書
、
図
画
若
し
く
は
物
件
が
探
知
、
収
集
又
は
破
壊
さ

れ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
お
り
、
防
衛
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁

訓
令
第
五
十
一
号
）
第
五
条
に
お
い
て
「
職
員
は
、
防
衛
秘
密
に
属
す
る
事
項
又
は
文
書
、
図
画
若
し
く
は
物
件
が
探
知
、

一



収
集
又
は
破
壊
さ
れ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

防
衛
庁
本
庁
内
部
部
局
に
お
い
て
、「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
達
）
」（
昭
和
五
十

六
年
三
月
二
日
防
防
調
一
第
九
百
四
十
八
号
）
に
定
め
る
「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
（
以
下
「
取
扱
い
上
の

注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
と
い
う
。
）
の
送
達
、
貸
出
し
又
は
閲
覧
を
記
録
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
に
伴
う
事
務

が
煩
さ
と
な
り
、
同
内
部
部
局
の
事
務
の
円
滑
な
遂
行
に
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
取
扱
い
上
の
注
意
を

要
す
る
文
書
等
の
送
達
、
貸
出
し
又
は
閲
覧
を
記
録
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
と
訓
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘

密
」
は
、
そ
の
範
囲
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
に
接
す
る
権
限

の
あ
る
者
で
あ
っ
て
も
、
関
係
職
員
（
訓
令
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
関
係
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
し
な

い
者
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
を
知
ら
せ
る
こ
と
は
、

自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二



四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
例
と
し
て
は
、
防
衛
庁
に
お
い
て
毎
年
末
作
成
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
職
員
住
所
録
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
発
簡
番

号
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
流
出
し
た
秘
密
に
係
る
文
書
は
、
日
本
電
気
株
式
会
社
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
政
府
と
し

て
は
、
そ
の
名
称
、
発
簡
番
号
、
制
定
年
月
日
及
び
同
社
に
お
け
る
秘
密
指
定
の
有
無
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

な
お
、
当
該
秘
密
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
三
年
三
月
六
日
内
閣
衆
質
一
五
一
第
一
四
号
）
八
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と

お
り
、
非
公
知
性
と
秘
匿
の
必
要
性
の
二
つ
の
要
素
を
具
備
す
る
事
実
で
あ
っ
た
。

六
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
決
定
権
者
は
、
防
衛
庁
長
官
で
あ
る
。

六
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
情
聴
取
等
に
お
い
て
、
事
情
聴
取
を
受
け
た
者
は
、
御
指
摘
の
秘
密
又
は
機
密
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三



七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
事
務
次
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の

件
数
及
び
訓
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
の
指
定
の
有
無
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
事
務
次
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
」
の
名
称
、
発
簡
番
号
及
び
制
定
年
月
日
は
、
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条

に
規
定
す
る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
。

八
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
秘
密
等
」
と
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
二
年
十
月
三
十
一
日
内
閣
衆
質
一
五
〇
第
七
号
）
四
に
つ
い
て
で

述
べ
た
秘
密
等
（
以
下
「
秘
密
等
」
と
い
う
。
）
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
マ
イ
ク
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修

計
画
の
実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
書
簡
の
交
換
（
平
成
八
年
外
務
省
告
示
第
四
百
七
十
六

号
）
に
基
づ
い
て
各
省
庁
等
に
配
置
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
公
務
員
（
以
下
「
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
員
」
と

い
う
。
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
防
衛
庁
の
部
局
の
室
内
に
お
い
て
、
秘
密
等
に
か
か
わ
る
知
識
が
関
係
職
員
等
に
対
し
、
口

頭
、
文
書
の
閲
覧
等
に
よ
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

八
の
�
に
つ
い
て

四



防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
の
う
ち
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
に
該

当
し
な
い
も
の
の
一
部
に
つ
い
て
、
マ
イ
ク
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
計
画
の
実
施
の
趣
旨
を
い
か
す
た
め
に
必
要
な
も

の
と
し
て
、
配
置
先
各
課
長
等
の
厳
格
な
管
理
の
下
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
員
に
対
し
て
そ
の
内
容
を
知
ら
せ
る
場
合

を
除
き
、
秘
密
等
を
口
頭
、
文
書
の
閲
覧
等
に
よ
り
伝
え
る
際
に
は
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
員
が
近
く
に
い
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
な
ど
し
て
お
り
、マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
員
が
秘
密
等
に
接
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
留
意
し
て
い
る
。

五


